
様式第２号（第５条関係）

　本業務は、選挙人名簿管理システムを再構築するため、連携先のシステ
ムである期日前・不在者投票システム（以下、「連携先システム」という。）が
正常にデータ連携できるよう検証作業を実施するものである。  
　連携先システムにおけるこれらの作業は、システムの仕様、業務ソフト
ウェアに関する詳細な情報及び対応するための知識を有している必要が
ある。 このためシステムの詳細な情報、ソフトウェアの著作権を有している
システム構築業者である日本電気株式会社関東甲信越支社でしか作業
ができないものである。  
　以上により、本調達は地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該
当するため、地方自治法２３４条第２項の規定により随意契約によるものと
し、同社を相手方として契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１４,６８５,０００円

さいたま市浦和区常盤６－４－４　外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 10 月 10 日

日本電気株式会社
関東甲信越支社

契 約 の 相 手 方 名

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容

都市戦略本部デジタル改革推進部業 務 主 管 課 所 名

さいたま市期日前・不在者投票システム・新選挙人名簿システムとの連携
検証対応

件 名



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、住民記録システムが標準準拠システムにバージョンアップす
るため、連携先のシステムである介護保険システム、児童手当・児童扶養
手当システム、障がい福祉システム、指定難病医療給付システム、保健シ
ステム、児童系業務（放課後児童クラブ）システム及び保育料システム（以
下、「連携先システム」という。）がデータ連携できるよう改修するものであ
る。 
　連携先システムにおけるこれらの作業は、システムの仕様、業務ソフト
ウェアに関する詳細な情報及び対応するための知識を有している必要が
ある。 
このためシステムの詳細な情報、ソフトウェアの著作権を有しているシステ
ム構築業者である富士通Ｊａｐａｎ株式会社埼玉・群馬公共ビジネス部でし
か作業ができないものである。 
　以上により、本調達は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続
の特例を定める政令第１１条第１項第１号に該当するため、地方自治法２
３４条第２項の規定により随意契約によるものとし、同社を相手方として契
約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 10 月 18 日

富士通Ｊａｐａｎ株式会社
埼玉・群馬公共ビジネス部

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
４４,５６１,０００円

都市戦略本部デジタル改革推進部業 務 主 管 課 所 名

さいたま市住民記録システム標準化対応における介護保険外６システム
改修業務（令和５年度作業分）

件 名

さいたま市データセンター外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、住民記録システムが標準準拠システムにバージョンアップす
るため、連携先のシステムである国民健康保険システム、及び高齢者福祉
システム（以下、「連携先システム」という。）がデータ連携できるよう改修す
るものである。 
　連携先システムにおけるこれらの作業は、システムの仕様、業務ソフト
ウェアに関する詳細な情報及び対応するための知識を有している必要が
ある。 
　このためシステムの詳細な情報、ソフトウェアの著作権を有しているシス
テム構築業者である株式会社アイネス公共営業部でしか作業ができない
ものである。 
　以上により、本調達は地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該
当するため、地方自治法２３４条第２項の規定により随意契約によるものと
し、同社を相手方として契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
６,１６０,０００円

さいたま市役所（さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号）外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 10 月 19 日

株式会社アイネス
公共営業部

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

都市戦略本部デジタル改革推進部業 務 主 管 課 所 名

さいたま市住民記録システム標準化対応における国民健康保険外１シス
テム改修業務（令和５年度作業分）

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、住民記録システムが標準準拠システムにバージョンアップす
るため、連携先のシステムである農地・農家台帳システム、就学援助シス
テム（以下、「連携先システム」という。）がデータ連携できるよう改修するも
のである。 
　連携先システムにおけるこれらの作業は、システムの仕様、業務ソフト
ウェアに関する詳細な情報及び対応するための知識を有している必要が
ある。 
　このためシステムの詳細な情報、ソフトウェアの著作権を有しているシス
テム構築業者である株式会社BSNアイネットでしか作業ができないもので
ある。 
　以上により、本調達は地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該
当するため、地方自治法２３４条第２項の規定により随意契約によるものと
し、同社を相手方として契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 10 月 23 日

株式会社ＢＳＮアイネット契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
５,９０７,０００円

都市戦略本部デジタル改革推進部業 務 主 管 課 所 名

さいたま市住民記録システム標準化対応における農地・農家台帳外１シス
テム改修業務（令和５年度作業分）

件 名

さいたま市データセンター外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、住民記録システムが標準準拠システムにバージョンアップす
るため、連携先のシステムである住宅管理システム（以下、「連携先システ
ム」という。）がデータ連携できるよう改修するものである。 
　連携先システムにおけるこれらの作業は、システムの仕様、業務ソフト
ウェアに関する詳細な情報及び対応するための知識を有している必要が
ある。 
　このためシステムの詳細な情報、ソフトウェアの著作権を有しているシス
テム構築業者であるミツイワ株式会社関東営業部でしか作業ができないも
のである。 
　以上により、本調達は地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該
当するため、地方自治法２３４条第２項の規定により随意契約によるものと
し、同社を相手方として契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１,７０５,０００円

さいたま市データセンター外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 10 月 24 日

ミツイワ株式会社
関東営業部

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

都市戦略本部デジタル改革推進部業 務 主 管 課 所 名

さいたま市住民記録システム標準化対応における住宅管理システム改修
業務

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、住民記録システムが標準準拠システムへ移行することに伴
い、データレイアウトが変更される。それに伴い、福祉医療システムのデー
タ連携できるよう対応するものである。 
　これらの作業は、システムの仕様、業務ソフトウェアに関する詳細な情報
及び対応するための知識を有している必要がある。 
　このためシステムの詳細な情報、ソフトウェアの著作権を有しているシス
テム構築業者である株式会社日立製作所北関東支店でしか作業ができ
ないものである。 
　以上により、本調達は地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該
当するため、地方自治法２３４条第２項の規定により随意契約によるものと
し、同社を相手方として契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 11 月 2 日

株式会社日立製作所
北関東支店

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１２,９２５,０００円

都市戦略本部デジタル改革推進部業 務 主 管 課 所 名

さいたま市住民記録システム標準化対応における福祉医療システム改修
業務

件 名

さいたま市データセンター外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　現在導入を進めている標準化住民記録システムについて、令和6年5月
に本稼働を予定しており、このシステムについては現行の基幹系端末から
Microsoft Edgeを用いてアクセスすることを予定している。Microsoft Edge
の設定は、共通認証システムを構成するサーバの１つである
ActiveDirectoryサーバにて一元管理を行っているため、現行の基幹系端
末のMicrosoft Edgeにて標準化住民記録システムが正常に動作するよう、
基幹系 ctiveDirectory におけるポリシー設定の調査、及び設定変更等を
実施する必要がある。 
　本業務は、現行の認証システムの設計情報を継承しつつ、整合を図りな
がら、本市認証システムに連携する各システムの動作に影響が出ないよ
う、設計・設定を実施することが求められ、システムの仕様、業務ソフトウェ
アに関する詳細な情報及び対応するための知識を有している必要があ
る。 
　このためシステムの詳細な情報、ソフトウェアの著作権を有しているシス
テム構築業者である富士通Ｊａｐａｎ株式会社埼玉・群馬公共ビジネス部で
しか作業ができないものである。 
　以上により、本調達は地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該
当するため、地方自治法第２３４条第２項の規定により随意契約によるもの
とし、同社を相手方として契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
２,１０１,０００円

さいたま市内　さいたま市データセンター外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 11 月 15 日

富士通Ｊａｐａｎ株式会社
埼玉・群馬公共ビジネス部

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

都市戦略本部デジタル改革推進部業 務 主 管 課 所 名

さいたま市標準化住民記録システム導入における基幹系端末ポリシー設
定調査及び変更対応作業

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第40
号）」により、各自治体は後期高齢者医療業務を含む20の事務に係る業務
システムを国が定めた標準仕様に準拠したシステム（以下「標準準拠シス
テム」という。）に令和７年度末までに移行させることとされた。  
　本市では上記の国の方針を踏まえた本調達の実施に向け、後期高齢者
医療システムを標準準拠システムに移行する方法等について、令和５年１
月に情報提供依頼（ＲＦＩ）を行った。その結果、対応可能と回答したのは
株式会社日立製作所（以下「Ｈ社」という。）のみであり、期限までに対応
するには、現在本市に提供中の既存システムを改修する方法になるとのこ
とであった。  
　その後、令和５年８月末から９月上旬にかけ、標準化対象20業務の政令
市用システム（標準化対応前版）を提供中の事業者に対し、標準準拠シス
テムパッケージの提供可否の調査を実施した。その結果、Ｈ社からは前回
と同様の回答があったが、その他の全ての事業者からは「提供できるパッ
ケージが存在しない（開発していない・開発が間に合わない）」「人的リソー
ス不足等により既存顧客以外への対応はできない」等の理由から、令和７
年度末までの本市への提供見込はない旨の回答があった。  
　これらのことから、本調達においてはＨ社以外の事業者による対応見込
みはなく、また、Ｈ社が対応する場合には現行システムの改修となるが、こ
の改修は当該システムについて著作権を持つＨ社以外は実施できない。  
 　以上により、本調達は地方自治法施行令１６７条の２第１項第２号に該
当するため、地方自治法２３４条第２項の規定により随意契約によるものと
し、Ｈ社を相手方として契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 11 月 30 日

株式会社日立製作所
北関東支店

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１,２３７,５００,０００円

都市戦略本部デジタル改革推進部業 務 主 管 課 所 名

さいたま市後期高齢者医療システム再構築・運用保守業務委託件 名

さいたま市浦和区常盤６－４－４　外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、住民記録システムが標準準拠システムへ移行することに伴
い、データレイアウトが変更される。それに伴い、幼保無償化給付システム
のデータ連携できるよう対応するものである。 
　これらの作業は、システムの仕様、業務ソフトウェアに関する詳細な情報
及び対応するための知識を有している必要がある。 
　このためシステムの詳細な情報、ソフトウェアの著作権を有しているシス
テム構築業者である株式会社日立ソリューションズ西日本でしか作業がで
きないものである。 
　以上により、本調達は地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該
当するため、地方自治法２３４条第２項の規定により随意契約によるものと
し、同社を相手方として契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１,６２９,１００円

さいたま市データセンター外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 11 月 30 日

株式会社日立ソリューションズ西日本
中国本社

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

都市戦略本部デジタル改革推進部業 務 主 管 課 所 名

さいたま市住民記録システム標準化対応における幼保無償化システム改
修業務（令和５年度作業分）

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、地下鉄７号線が延伸された場合の鉄道利用者数を予測する
需要予測の試算を行う業務である。
　前提条件の変更により試算を行う上で、試算結果の整合性を確保するた
めには、需要予測は国でとりまとめた需要推計モデルや最新の統計デー
タ、これまで設定してきた前提条件を組み込んだ独自のプログラムにより
試算を行う必要があり、当該プログラムを所有する者にしかできない業務
である。
　そのため、受託業者を選定するにあたっては、その性質又は目的が競
争入札に適しないものに該当することから、随意契約によることとした。ま
た、契約の相手方は、業務の性質上、他の業者に依頼した場合、これまで
の試算結果と整合性が確保できず、業務に著しい支障が生じる恐れがあ
ることから、当該プログラムを所有する業者と随意契約により契約を締結し
た。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 12 月 25 日

社会システム株式会社契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
８,８００,０００円

都市戦略本部未来都市推進部業 務 主 管 課 所 名

地下鉄７号線延伸事業効果検討業務件 名

さいたま市浦和区常盤６－４－４外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、空き店舗の増加や若年層の流出といった都市経営課題を解
決するために、リノベーションまちづくりに取組み、岩槻駅周辺のエリアの
価値の上昇を目的としている。岩槻駅周辺の地域特性を理解したうえで、
これまでのリノベーションまちづくりの取組みの分析・評価、シンポジウムの
開催支援、来年度以降運営可能な事業構造を検討、構築させるものであ
る。
　公募型プロポーザル方式により募集及び審査を行った結果、当該事業
者が最高点を得て最優秀提案事業者に選定されたため、随意契約により
契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
８,９２１,０００円

さいたま市浦和区常盤６－４－４外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 10 月 30 日

ランドブレイン株式会社
埼玉事務所

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

都市戦略本部未来都市推進部業 務 主 管 課 所 名

令和５年度岩槻駅周辺リノベーションまちづくり推進業務件 名

業務委託随意契約結果表


